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平成 21 年  3 月定例会

　本会議で付託された 29 件の議案等と 4 件の請願・陳情について、11 日から 17 日にかけて行われ

た各常任委員会で審査しました。

　各常任委員会での審査について、主な質疑応答の内容をお知らせします。

　   委員会 審査 Ｑ＆Ａ
　　　　　提出された議案等についての審査経過

ス
ポ
ー
ツ
・
レ
ク
レ
ー
シ
ョ
ン
施
設
整
備
事
業

市
民
へ
の
説
明
経
過
と
財
政
負
担
は

Ｑ　

ス
ポ
ー
ツ
・
レ
ク
レ
ー
シ
ョ
ン
施

設
整
備
構
想
に
関
し
て
、
区
長
に
行
っ

た
説
明
会
の
概
要
は
。

Ａ　

区
長
会
役
員
会
か
ら
の
要
請
を
受

け
て
開
催
し
、
約
３
分
の
１
の
区
長
に

ご
参
加
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
の
中
で

意
見
・
問
題
提
起
等
を
受
け
、
多
く
は

こ
の
事
業
に
つ
い
て
広
報
紙
で
の
情
報

提
供
だ
け
で
は
説
明
が
不
十
分
な
た
め
、

地
域
に
出
向
い
て
説
明
会
を
行
っ
て
欲

し
い
と
い
う
要
望
で
し
た
。
今
後
、
区

長
会
長
等
と
調
整
し
、
４
月
に
入
っ
て

か
ら
各
地
域
で
の
説
明
会
を
行
い
た
い

と
考
え
て
い
ま
す
。

Ｑ　

施
設
整
備
に
つ
い
て
は
、
本
当
に

市
か
ら
の
財
政
負
担
は
な
い
の
か
。

Ａ　
〝
合
併
特
例
債
〟
や
〝
新
市
町
村
づ

く
り
支
援
事
業
〟
等
は
、
合
併
市
町
村

に
用
意
さ
れ
た
有
利
な
制
度
で
す
。
こ

れ
ら
を
活
用
し
た
事
業
経
費
は
、
翌
年

度
以
降
に
、
そ
れ
ぞ
れ
地
方
交
付
税
と

県
補
助
金
と
し
て
措
置
さ
れ
ま
す
。
現

行
の
制
度
上
、
市
か
ら
の
財
政
負
担
は

生
じ
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。

総　

務

サッカー場建設に関する請願（請願 2）

〝各委員から出た意見〟

・旧玉里地区にも八幡池のような池とその
隣接地にうっそうとした病院跡地があっ
たが、総合運動公園として開発され、現
在は一変して環境が良くなった。今回請
願された区長や地域の思いは理解でき、
環境整備のためにも取り上げるべき。
・八幡池の活用は旧美野里時代からも検討
されてきた。将来の見通しをつけた今回
の計画に対する区長の請願には賛成。

図
書
館
シ
ス
テ
ム
一
本
化
へ

Ｑ　

市
内
３
つ
の
図
書
館
に
統
一
シ
ス

テ
ム
を
導
入
す
る
予
算
が
計
上
さ
れ
て

い
る
が
、
図
書
を
借
り
る
方
法
等
は
変

わ
る
の
か
。

Ａ　

こ
れ
ま
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
図

書
管
理
シ
ス
テ
ム
で
し
た
の
で
、
利
用

者
は
登
録
し
て
あ
る
図
書
館
で
し
か
図

書
を
借
り
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し

た
。
例
え
ば
、
小
川
図
書
館
の
カ
ー
ド

を
持
っ
て
い
る
方
が
、
玉
里
図
書
館
で

本
を
借
り
た
い
と
き
は
、
玉
里
図
書
館

で
新
た
に
登
録
し
な
い
限
り
本
を
借
り

る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
今
後
、

シ
ス
テ
ム
を
統
一
す
る
こ
と
に
よ
り
、

ひ
と
つ
の
図
書
館
で
登
録
を
し
て
い
た

だ
け
れ
ば
、
市
内
全
て
の
図
書
館
で
の

貸
出
や
返
却
が
可
能
に
な
り
ま
す
。

Ｑ　

い
つ
か
ら
導
入
の
予
定
か
。

Ａ　

平
成
22
年
２
月
か
ら
稼
動
す
る
予

定
で
す
。

Ｑ　

現
在
、
借
り
る
こ
と
が
で
き
る
図

書
は
５
冊
ま
で
と
な
っ
て
い
る
が
、
も
っ

と
増
や
す
こ
と
は
。

Ａ　

新
シ
ス
テ
ム
の
稼
動
と
併
せ
て
、

貸
し
出
し
冊
数
も
検
討
し
て
い
き
ま
す
。

文
教
福
祉

自
治
体
の
収
入
（
財
源
）
分
類
？
・
・
・〝
自
主
財
源
〟（
自
ら
の
権
限
で
収
入
す
る
も
の
）
に
対
す
る
〝
依
存
財
源
〟（
国
や
県
か
ら
交
付
さ
れ
る
も
の
）。〝
一
般
財
源
〟（
自
由
に
使
え
る
も
の
）
に
対
す
る
〝
特
定
財
源
〟（
特
定
事
業
な
ど
使
途
が
決
め
ら
れ
た
も
の
）。

■ 一般財源から財政負担が生じないとされる仕組み ( 施設整備時）
←－－－－－－－－　事　業　費　－－－－－－－－→

① : 合併特例債：事業費の 95％まで借入れ
③

(5% )② :①の元利償還金の 70％が、後年度に
地方交付税に算入される

④
(30% )

③ : 合併特例債を活用できない部分：事業費（施設整備）の５％。
④ : 合併特例債の元利償還金のうち、後年度に普通交付税に算入
      されない部分：合併特例債の起債額の 30％。
＊③と④部分は、新市町村づくり支援事業を活用し、県補助金として
    全額が補てんされる。
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医
療
連
携
シ
ス
テ
ム
学
寄
付
講
座

東
京
医
科
大
学
か
ら
医
師
が
派
遣

Ｑ　

医
療
連
携
シ
ス
テ
ム
学
講
座
と
は
。

Ａ　

地
域
医
療
の
向
上
を
図
る
た
め
、

医
師
不
足
地
域
に
お
け
る
医
療
連
携
シ

ス
テ
ム
の
構
築
と
医
師
不
足
を
改
善
す

る
研
究
を
目
的
と
し
て
、
21
年
度
か
ら

の
３
年
間
、
小
美
玉
市
医
療
セ
ン
タ
ー

に
東
京
医
科
大
学
か
ら
週
３
回
、
医
師

を
派
遣
し
て
い
た
だ
く
も
の
で
す
。

Ｑ　

こ
の
事
業
へ
の
市
の
負
担
は
。

Ａ　

年
間
で
約
５
０
０
万
円
で
す
。

Ｑ　

何
科
の
医
師
が
何
曜
日
に
来
る
の

か
。

Ａ　

医
療
セ
ン
タ
ー
と
東
京
医
科
大
学

と
の
話
し
合
い
に
よ
り
、
午
前
の
み
が

水
・
金
曜
。
午
前
・
午
後
と
も
が
木
・

土
曜
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

　

診
療
科
目
は
、
水
曜
が
内
科
、
木
曜

が
乳
腺
科
、
金
曜
が
腎
臓
内
科
で
す
。

ま
た
、
土
曜
は
整
形
外
科
・
消
化
器
外

科
等
４
科
の
医
師
が
来
る
こ
と
に
な
っ

て
い
ま
す
。

緊
急
雇
用
創
出
事
業
を
活
用
し

小
中
学
校
に
Ａ
Ｌ
Ｔ
を
配
置

Ｑ　

県
か
ら
の
収
入
と
し
て
緊
急
雇
用

創
出
事
業
補
助
金
と
あ
る
が
、
内
容
は
。

Ａ　

現
在
、
問
題
に
な
っ
て
い
る
非
正

規
労
働
者
の
解
雇
や
継
続
雇
用
の
中
止

な
ど
に
よ
り
仕
事
を
辞
め
ざ
る
を
得
な

か
っ
た
方
を
、
地
方
公
共
団
体
が
何
ら

か
の
形
で
雇
用
し
た
と
き
に
交
付
さ
れ

る
補
助
金
で
す
。

Ｑ　

市
で
は
ど
の
よ
う
な
形
で
補
助
金

を
活
用
す
る
の
か
。

Ａ　

市
内
の
小
中
学
校
に
外
国
人
の
英

語
指
導
助
手
（
Ａ
Ｌ
Ｔ
）
を
配
置
す
る

た
め
の
費
用
と
し
ま
す
。

Ｑ　

配
置
人
員
数
は
。

Ａ　

市
内
４
つ
の
中
学
校
に
そ
れ
ぞ
れ

１
名
ず
つ
と
、
平
成
21
年
度
か
ら
市
内

全
小
学
校
に
お
い
て
、
外
国
語
活
動
を

実
施
す
る
た
め
の
Ａ
Ｌ
Ｔ
を
２
名
、
合

計
で
６
名
を
配
置
し
ま
す
。

Ｑ　

小
学
校
で
の
外
国
語
活
動
は
、
ど
の

く
ら
い
の
時
間
を
予
定
し
て
い
る
の
か
。

Ａ　

対
象
は
小
学
５
・
６
年
生
に
な
り
ま

す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
週
１
時
間
を
予
定
し

て
い
ま
す
。

市
民
経
済

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
今
秋
開
設

Ｑ　

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
立
ち
上
げ
の

経
緯
は
。

Ａ　

近
年
、
商
品
の
偽
装
問
題
、
高
齢

者
を
狙
っ
た
悪
徳
商
法
な
ど
市
民
の
身

近
な
と
こ
ろ
で
大
き
な
不
安
を
も
た
ら

す
消
費
者
問
題
が
数
多
く
起
こ
っ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
消
費
生
活
相
談
に
関
す

る
問
題
の
複
雑
・
高
度
化
が
進
む
中
で
、

消
費
生
活
相
談
窓
口
の
充
実
強
化
を
図

る
た
め
に
、
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
を
設

置
す
る
も
の
で
す
。

Ｑ　

常
設
さ
れ
る
の
か
。

Ａ　

開
設
日
は
月
曜
か
ら
金
曜
の
週
５

日
間
、
相
談
時
間
は
午
前
が
９
時
か
ら

正
午
ま
で
、
午
後
が
１
時
か
ら
４
時
ま

で
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

Ｑ　

開
設
の
時
期
は
。

Ａ　

今
年
の
秋
頃
の
開
設
を
目
指
し
て

い
き
ま
す
。

美
野
里
地
区
の
ゴ
ミ
収
集
方
法
が
変
更

Ｑ　

美
野
里
地
区
の
ゴ
ミ
の
回
収
方
法

が
変
更
さ
れ
た
が
、
小
川
・
玉
里
地
区

と
の
分
別
方
法
の
違
い
は
。

Ａ　

霞
台
厚
生
施
設
（
小
川
・
玉
里
地
区
）

で
は
、
こ
れ
ま
で
も
燃
え
な
い
ゴ
ミ
に

つ
い
て
は
、
ビ
ン
、
缶
、
金
属
類
を
分

別
し
て
収
集
し
て
い
ま
し
た
が
、
茨
城

美
野
里
環
境
組
合
で
は
一
緒
に
収
集
し

て
い
ま
し
た
。

Ｑ　

分
別
収
集
と
し
た
経
緯
は
。

Ａ　

他
の
環
境
組
合
の
状
況
等
を
見
ま

す
と
、
ビ
ン
と
缶
、
金
属
類
は
分
別
収

集
し
て
い
る
組
合
等
が
大
半
で
あ
っ
た

こ
と
か
ら
、
去
年
、
茨
城
町
や
環
境
組

合
と
協
議
し
ま
し
て
、
缶
と
金
属
類
の

分
別
と
い
う
話
も
あ
り
ま
し
た
が
、
当

面
は
市
民
の
方
の
混
乱
等
を
勘
案
し
ま

し
て
今
回
の
形
と
し
ま
し
た
。

実
行
組
合
長
の
役
割
、
統
一
化
は

Ｑ　

小
川
地
区
の
実
行
組
合
長
の
役
割
は
。

Ａ　

主
な
業
務
は
行
政
か
ら
各
農
家
へ

の
連
絡
調
整
、
転
作
の
現
地
確
認
等
で

す
。
美
野
里
や
玉
里
地
区
に
も
類
似
す

る
組
織
が
あ
り
ま
す
が
、
業
務
は
転
作

関
係
だ
け
で
す
。

Ｑ　

今
後
の
統
一
化
は
。

Ａ　

美
野
里
・
玉
里
地
区
で
は
県
普
及

所
等
か
ら
の
通
知
が
あ
っ
た
場
合
に
各

農
協
経
由
と
な
る
な
ど
、
類
似
す
る
組

織
で
あ
り
な
が
ら
地
区
に
よ
り
業
務
役

割
に
違
い
が
あ
り
ま
す
の
で
、
21
年
度

中
に
は
統
一
化
し
て
い
き
ま
す
。

小
学
英
語
の
必
修
化
？
・
・
・
文
科
省
が
昨
年
３
月
に
示
し
た
新
学
習
指
導
要
領
に
よ
り
小
学
５
・
６
年
生
を
対
象
に
外
国
語
活
動
が
位
置
づ
け
ら
れ
た
。
平
成
23
年
度
の
完
全
実
施
の
移
行
期
間
と
し
て
今
年
か
ら
県
内
全
自
治
体
で
実
施
さ
れ
る
。

これまでも〝総合的な学習の時間〟の中
で行われてきた小学校での英語学習

（納場小学校）
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小
川
・
美
野
里
地
区
の
水
道
事
業
統
合

Ｑ　

小
川
・
美
野
里
地
区
の
水
道
事
業
統

合
に
よ
る
事
業
計
画
の
内
容
は
。

Ａ　

平
成
19
年
度
に
策
定
し
た
水
道
事

業
基
本
計
画
を
も
と
に
給
水
人
口
を

４
２
，
９
０
０
人
、
１
日
最
大
給
水
量

を
１
６
，
７
０
０
㎥
と
し
ま
し
た
。

Ｑ　

事
業
の
規
模
が
縮
小
さ
れ
る
と
い

う
こ
と
か
。

Ａ　

新
た
に
小
美
玉
市
水
道
事
業
と
し

て
の
認
可
を
取
得
す
る
た
め
、
市
の
総

合
計
画
に
基
づ
き
、
事
業
体
の
異
な
る

玉
里
地
区
を
除
い
て
、
小
川
、
美
野
里

地
区
の
将
来
の
人
口
推
移
か
ら
水
需
要

を
予
測
し
て
い
ま
す
。

Ｑ　

過
日
、
視
察
し
た
小
川
浄
水
場
の

施
設
が
か
な
り
傷
ん
で
い
る
よ
う
だ
が

改
修
の
目
途
は
。

Ａ　

平
成
20
年
度
に
小
川
浄
水
場
内
の

管
理
棟
と
配
水
池
の
耐
震
診
断
調
査
を

行
い
ま
し
た
。
こ
の
結
果
を
踏
ま
え
て
、

補
強
工
事
等
の
必
要
性
を
見
極
め
た
上

で
対
応
を
検
討
し
ま
す
。

生
活
排
水
対
策
事
業
の
状
況
は

Ｑ　

公
共
下
水
道
の
接
続
の
状
況
は
。

Ａ　

接
続
の
状
況
で
す
が
、
小
川
地
区

42
％
、
美
野
里
地
区
85
％
、
玉
里
地
区

40
％
で
す
。

Ｑ　

地
域
に
よ
っ
て
か
な
り
の
差
が
生

じ
て
い
る
が
。

Ａ　

美
野
里
地
区
は
事
業
開
始
が
早

か
っ
た
こ
と
と
、
最
近
で
は
北
浦
、
駅

東
の
住
宅
団
地
の
接
続
が
増
え
て
い
る

こ
と
で
数
字
が
上
が
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
平
成
19
年
度
ま
で
は
浄
化
槽

設
置
に
対
し
て
補
助
金
を
出
し
て
い
た

も
の
が
、
下
水
道
整
備
に
よ
り
す
ぐ
に

接
続
を
求
め
ら
れ
負
担
が
生
じ
る
こ
と

に
対
し
、
理
解
が
得
ら
れ
な
い
場
合
も

あ
り
ま
す
。

Ｑ　

平
成
20
年
度
か
ら
の
新
規
事
業
で

あ
る
戸
別
浄
化
槽
事
業
の
申
込
状
況
は
。

Ａ　

当
初
30
基
の
設
置
を
予
定
し
て
い

ま
し
た
が
、
現
在
ま
で
に
28
基
を
設
置

し
て
い
ま
す
。
３
月
の
上
旬
に
も
新
た

に
２
件
の
申
請
が
あ
り
ま
し
た
。

Ｑ　

こ
の
事
業
は
申
請
者
か
ら
の
申
し

出
で
行
っ
て
い
る
が
、
下
水
道
や
農
集

な
ど
の
集
合
処
理
で
は
整
備
コ
ス
ト
が

高
く
な
る
た
め
、
市
か
ら
設
置
依
頼
し

た
経
過
は
あ
る
か
。

Ａ　

今
ま
で
の
と
こ
ろ
は
あ
り
ま
せ
ん
。

市
内
現
状
へ
の
現
実
的
対
応
と
し
て

生
活
道
路
の
原
道
舗
装
へ
の
配
慮
を

Ｑ　

２
、３
ｍ
程
度
の
地
域
の
生
活
道
路

は
市
内
に
も
数
多
く
あ
る
。
市
で
は
整

備
基
準
と
し
て
幅
員
4.8
ｍ
以
上
で
流
末

排
水
施
設
の
設
置
を
要
件
と
し
て
い
る

が
、
現
実
的
な
対
応
と
し
て
拡
幅
せ
ず

に
原
道
舗
装
は
出
来
な
い
か
。

Ａ　

市
内
の
認
定
市
道
は
、
現
在
、
約

１
，
４
０
０
Km
あ
り
ま
す
。
そ
の
う
ち

小
川
地
区
で
言
え
ば
６
１
４
Km
の
う
ち

約
３
０
０
Km
が
舗
装
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

　

現
在
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、

流
末
排
水
の
な
い
道
路
の
冠
水
や
そ
れ

に
伴
う
路
盤
の
痛
み
に
対
し
て
、
数
多

い
苦
情
や
改
善
を
求
め
る
要
望
が
寄
せ

ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
維
持
管
理
費

だ
け
で
も
年
間
２
億
円
近
く
か
か
っ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
明
確
な
線
引
き
が
な

い
ま
ま
整
備
を
推
進
し
て
も
、
今
後
の

維
持
管
理
に
関
し
て
財
源
が
確
保
で
き

な
く
な
り
ま
す
。

Ｑ　

本
来
、
ひ
と
つ
の
基
準
の
中
で
整

備
を
推
進
す
る
の
は
理
想
だ
が
、
地
域

に
よ
っ
て
は
、
い
つ
ま
で
も
変
わ
ら
な

い
場
所
も
出
て
く
る
。
別
な
基
準
も
検

討
い
た
だ
き
た
い
。

Ａ　

生
活
道
路
を
原
道
の
ま
ま
舗
装
す

る
こ
と
に
関
し
て
、
統
一
基
準
を
設
定

す
る
こ
と
は
か
な
り
難
し
い
こ
と
で
す

の
で
、
現
場
の
状
況
を
見
た
中
で
緊
急

性
等
を
勘
案
し
な
が
ら
対
応
し
て
い
き

ま
す
。

建　
　

設

市　

道
？
・
・
・
不
特
定
多
数
の
一
般
利
用
を
目
的
と
し
た
道
路
法
に
基
づ
く
道
路
。
市
議
会
の
議
決
を
得
て
市
道
路
線
と
し
て
認
定
さ
れ
る
。

市道の認定延長と整備状況（平成 20 年 4 月 1 日現在）

種  類 地  区 路線数
（本）

実延長
（Km）

改良率
（％）

舗装率
（％）

備  考

1　級
小　川 17 40.3 88.8 100 戸数 50 戸以上の主

要集落間を連絡する
などの幹線市道

美野里 21 55.2 97.9 98.8
玉　里 7 15.7 100 100

2　級
小　川 13 27.1 60.5 97.7 戸数 25 戸以上の集

落間を連絡するなど
の幹線市道

美野里 13 27.0 89.7 95.6
玉　里 6 10.2 98.1 99.8

その他
小　川 2,592 547.1 7.9 43.7

１級、２級市道以外
の市道美野里 1,487 479.9 45.4 49.9

玉　里 1,069 200.9 31.1 40.7

道路改良率？

　道路構造令の規格に適
合するよう改良された
道路延長の全道路延長に
対する割合。道路の整備
状況を示す基本的な数値
で、改良率の高低が安全
かつ円滑な交通が確保さ
れているかどうかのひと
つの目安となる。


